
 
 

 

一 

子
ど
も
の
貧
困
対
策
法
案 

目
次 第

一
章 
総
則
（
第
一
条
―
第
九
条
） 

第
二
章 

子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
当
面
の
目
標
等
（
第
十
条
・
第
十
一
条
） 

第
三
章 

子
ど
も
の
貧
困
対
策
計
画
等
（
第
十
二
条
・
第
十
三
条
） 

第
四
章 

基
本
的
施
策
（
第
十
四
条
―
第
十
九
条
） 

第
五
章 

子
ど
も
の
貧
困
対
策
会
議
等
（
第
二
十
条
―
第
二
十
三
条
） 

附
則 

第
一
章 

総
則 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
現
在
、
我
が
国
に
お
い
て
は
子
ど
も
の
貧
困
率
が
高
い
こ
と
、
世
帯
の
所
得
に
よ
っ
て
義
務
教
育
終

了
後
の
子
ど
も
等
の
修
学
の
状
況
に
差
異
が
あ
る
こ
と
等
に
鑑
み
、
貧
困
の
状
況
に
あ
る
子
ど
も
等
の
健
や
か
な
成
長
及
び

教
育
の
機
会
均
等
を
図
る
た
め
、
子
ど
も
等
の
貧
困
対
策
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
国
等
の
責
務
を
明
ら
か
に
し
、
並



 

 
 

 

二 

び
に
子
ど
も
の
貧
困
率
、
進
学
率
等
の
調
査
等
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
当
面
の
目
標
及
び
子
ど
も
等
の
貧
困
対
策
に
関
す

る
計
画
の
策
定
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
子
ど
も
等
の
貧
困
対
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
子
ど

も
等
の
貧
困
対
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
子
ど
も
等
の
貧
困
を
解
消
し
、
子
ど
も
等
が
夢
と
希
望
を
持

っ
て
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
子
ど
も
」
と
は
、
二
十
歳
未
満
の
者
を
い
う
。 

２ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
子
ど
も
の
貧
困
率
」
と
は
、
世
帯
員
の
等
価
可
処
分
所
得
額
（
当
該
世
帯
員
の
属
す
る
世
帯
の
各

世
帯
員
の
可
処
分
所
得
額
（
給
与
そ
の
他
の
収
入
の
額
か
ら
所
得
税
そ
の
他
の
税
の
額
、
国
民
年
金
の
保
険
料
そ
の
他
の
社

会
保
険
料
の
額
等
を
差
し
引
い
た
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
を
い
う
。
）
の
合
計
額
を
世
帯
員

の
人
数
の
平
方
根
で
除
し
た
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
全
世
帯
の
世
帯
員
の
等
価
可
処
分

所
得
額
の
中
央
値
の
二
分
の
一
（
次
項
に
お
い
て
「
貧
困
基
準
額
」
と
い
う
。
）
に
満
た
な
い
世
帯
に
属
す
る
十
八
歳
未
満

の
者
の
総
数
の
十
八
歳
未
満
の
全
人
口
に
対
す
る
割
合
を
い
う
。 

３ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
ひ
と
り
親
世
帯
等
の
貧
困
率
」
と
は
、
十
八
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
の
者
が
世
帯
主
で
あ
り
、
世



 
 

 

三 

帯
主
以
外
の
者
の
全
員
が
十
八
歳
未
満
の
者
で
あ
る
世
帯
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
ひ
と
り
親
世
帯
等
」
と
い
う
。
）
で

あ
っ
て
、
世
帯
員
の
等
価
可
処
分
所
得
額
が
貧
困
基
準
額
に
満
た
な
い
も
の
に
属
す
る
者
の
総
数
の
全
て
の
ひ
と
り
親
世
帯

等
に
属
す
る
者
の
総
数
に
対
す
る
割
合
を
い
う
。 

４ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
高
等
学
校
等
進
学
率
」
と
は
、
中
学
校
を
卒
業
し
た
者
の
う
ち
高
等
学
校
等
（
高
等
学
校
（
専
攻

科
を
除
く
。
）
、
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
（
専
攻
科
を
除
く
。
）
、
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
（
専
攻
科
を
除
く
。
）

又
は
高
等
専
門
学
校
（
専
攻
科
を
除
く
。
）
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
進
学
し
た
も
の
の
総
数
の
中
学
校
を
卒

業
し
た
者
の
総
数
に
対
す
る
割
合
を
い
う
。 

５ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
子
ど
も
等
の
高
等
学
校
等
進
学
率
」
と
は
、
中
学
校
を
卒
業
し
た
者
の

う
ち
高
等
学
校
等
に
進
学
し
た
も
の
の
う
ち
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
に
よ
る
保
護
を
受
け
て

い
る
世
帯
（
以
下
「
生
活
保
護
世
帯
」
と
い
う
。
）
に
属
す
る
も
の
の
総
数
の
中
学
校
を
卒
業
し
た
者
の
う
ち
生
活
保
護
世

帯
に
属
す
る
も
の
の
総
数
に
対
す
る
割
合
を
い
う
。 

６ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
大
学
進
学
率
」
と
は
、
大
学
（
専
攻
科
及
び
大
学
院
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
高
等
学
校
の

専
攻
科
若
し
く
は
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
の
専
攻
科
に
進
学
し
た
者
の
総
数
の
十
八
歳
の
全
人
口
に
対
す
る
割
合
を
い
う
。 



 

 
 

 

四 

７ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
子
ど
も
等
の
大
学
進
学
率
」
と
は
、
大
学
又
は
高
等
学
校
の
専
攻
科
若

し
く
は
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
の
専
攻
科
に
進
学
し
た
者
の
う
ち
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
も
の
の
総
数
の
十
八
歳
の
者

の
う
ち
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
も
の
の
総
数
に
対
す
る
割
合
を
い
う
。 

８ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
高
等
学
校
中
途
退
学
率
」
と
は
、
高
等
学
校
に
お
け
る
退
学
者
（
校
長
の
許
可
を
受
け
、
又
は
懲

戒
処
分
を
受
け
て
退
学
し
た
者
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
総
数
の
高
等
学
校
に
在
学
す
る
生
徒
の
総
数
に
対

す
る
割
合
を
い
う
。 

９ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
子
ど
も
等
の
高
等
学
校
中
途
退
学
率
」
と
は
、
高
等
学
校
に
お
け
る
退

学
者
の
う
ち
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
も
の
の
総
数
の
高
等
学
校
に
在
学
す
る
生
徒
の
う
ち
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
も
の

の
総
数
に
対
す
る
割
合
を
い
う
。 

 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
大
学
中
途
退
学
率
」
と
は
、
大
学
に
お
け
る
退
学
者
（
学
長
の
許
可
を
受
け
、
又
は
懲
戒
処
分
を

受
け
て
退
学
し
た
者
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
総
数
の
大
学
に
在
学
す
る
学
生
の
総
数
に
対
す
る
割
合
を
い

う
。 

 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
子
ど
も
等
の
大
学
中
途
退
学
率
」
と
は
、
大
学
に
お
け
る
退
学
者
の
う



 
 

 

五 

ち
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
も
の
の
総
数
の
大
学
に
在
学
す
る
学
生
の
う
ち
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
も
の
の
総
数
に
対
す

る
割
合
を
い
う
。 

 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
高
校
生
の
修
学
旅
行
参
加
率
」
と
は
、
高
等
学
校
（
専
攻
科
及
び
別
科
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及

び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
在
学
す
る
生
徒
で
あ
っ
て
修
学
旅
行
に
参
加
し
た
も
の
の
総
数
の
各
高
等
学
校
に
お
け
る
修

学
旅
行
が
実
施
さ
れ
た
学
年
に
在
学
す
る
生
徒
の
数
を
合
計
し
た
数
に
対
す
る
割
合
を
い
う
。 

 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
高
校
生
の
修
学
旅
行
参
加
率
」
と
は
、
高
等
学
校
に
在
学
す
る
生
徒
で

あ
っ
て
修
学
旅
行
に
参
加
し
た
も
の
の
う
ち
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
も
の
の
総
数
の
各
高
等
学
校
に
お
け
る
修
学
旅
行
が

実
施
さ
れ
た
学
年
に
在
学
す
る
生
徒
の
う
ち
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
も
の
の
数
を
合
計
し
た
数
に
対
す
る
割
合
を
い
う
。 

 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
小
学
生
の
不
登
校
率
」
と
は
、
一
の
年
度
に
お
い
て
三
十
日
以
上
欠
席
し
た
小
学
校
の
児
童
で
あ

っ
て
政
令
で
定
め
る
理
由
に
よ
る
も
の
の
総
数
の
小
学
校
に
在
学
す
る
児
童
の
総
数
に
対
す
る
割
合
を
い
う
。 

 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
小
学
生
の
不
登
校
率
」
と
は
、
一
の
年
度
に
お
い
て
三
十
日
以
上
欠
席

し
た
小
学
校
の
児
童
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
理
由
に
よ
る
も
の
の
う
ち
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
も
の
の
総
数
の
小
学
校

に
在
学
す
る
児
童
の
う
ち
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
も
の
の
総
数
に
対
す
る
割
合
を
い
う
。 



 

 
 

 

六 

 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
中
学
生
の
不
登
校
率
」
と
は
、
一
の
年
度
に
お
い
て
三
十
日
以
上
欠
席
し
た
中
学
校
（
中
等
教
育

学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
、
次
項
及
び
第
二
十
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
生
徒
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
理

由
に
よ
る
も
の
の
総
数
の
中
学
校
に
在
学
す
る
生
徒
の
総
数
に
対
す
る
割
合
を
い
う
。 

 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
中
学
生
の
不
登
校
率
」
と
は
、
一
の
年
度
に
お
い
て
三
十
日
以
上
欠
席

し
た
中
学
校
の
生
徒
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
理
由
に
よ
る
も
の
の
う
ち
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
も
の
の
総
数
の
中
学
校

に
在
学
す
る
生
徒
の
う
ち
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
も
の
の
総
数
に
対
す
る
割
合
を
い
う
。 

 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
高
校
生
の
不
登
校
率
」
と
は
、
一
の
年
度
に
お
い
て
三
十
日
以
上
欠
席
し
た
高
等
学
校
の
生
徒
の

う
ち
政
令
で
定
め
る
理
由
に
よ
る
も
の
の
総
数
の
高
等
学
校
に
在
学
す
る
生
徒
の
総
数
に
対
す
る
割
合
を
い
う
。 

 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
高
校
生
の
不
登
校
率
」
と
は
、
一
の
年
度
に
お
い
て
三
十
日
以
上
欠
席

し
た
高
等
学
校
の
生
徒
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
理
由
に
よ
る
も
の
の
う
ち
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
も
の
の
総
数
の
高
等
学

校
に
在
学
す
る
生
徒
の
う
ち
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
も
の
の
総
数
に
対
す
る
割
合
を
い
う
。 

 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
就
学
援
助
率
」
と
は
、
生
活
保
護
法
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
保
護
者
で
あ
る
小
学
校
の
児

童
及
び
中
学
校
の
生
徒
の
総
数
の
小
学
校
の
児
童
及
び
中
学
校
の
生
徒
の
総
数
に
対
す
る
割
合
並
び
に
同
項
に
規
定
す
る
要



 
 

 

七 

保
護
者
に
準
ず
る
状
況
に
あ
る
小
学
校
の
児
童
又
は
中
学
校
の
生
徒
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
の
総
数
の
小
学
校
の
児
童
及

び
中
学
校
の
生
徒
の
総
数
に
対
す
る
割
合
を
い
う
。 

（
基
本
理
念
） 

第
三
条 

子
ど
も
等
の
貧
困
対
策
は
、
全
て
の
子
ど
も
等
に
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
に
か
か
わ
ら
ず
、
健
康
で
文
化
的
な

生
活
及
び
教
育
を
受
け
る
機
会
を
保
障
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

子
ど
も
等
の
貧
困
対
策
は
、
貧
困
の
状
況
に
あ
る
子
ど
も
が
成
人
に
な
っ
た
後
に
再
び
貧
困
に
陥
る
こ
と
を
防
止
す
る
こ

と
を
旨
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

子
ど
も
等
の
貧
困
対
策
は
、
子
ど
も
等
の
置
か
れ
た
経
済
状
況
に
関
す
る
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
貧
困
が
子
ど
も
等
に
与

え
る
精
神
的
影
響
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
も
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

子
ど
も
等
の
貧
困
対
策
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
子
ど
も
等
の
貧
困
に
関
す
る
専
門
的
、
学
際
的
又
は
総
合
的
な
調
査
及

び
研
究
の
成
果
が
活
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
す
る
。 

（
国
の
責
務
） 

第
四
条 

国
は
、
前
条
の
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
子
ど
も
等
の
貧
困
対
策
を
総
合
的
に



 

 
 

 

八 

策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。 

（
地
方
公
共
団
体
の
責
務
） 

第
五
条 
地
方
公
共
団
体
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
子
ど
も
等
の
貧
困
対
策
に
関
し
、
国
と
協
力
し
つ
つ
、
当
該
地
域
の

状
況
に
応
じ
た
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。 

（
社
会
福
祉
関
係
者
等
の
責
務
） 

第
六
条 

社
会
福
祉
、
医
療
及
び
保
健
並
び
に
教
育
に
関
す
る
職
務
に
従
事
す
る
者
は
、
子
ど
も
等
の
貧
困
対
策
に
果
た
す
べ

き
重
要
な
役
割
に
鑑
み
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
貧
困
の
状
況
に
あ
る
子
ど
も
等
の
状
態
を
把
握
す
る
よ
う
努
め
る
と
と

も
に
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
子
ど
も
等
の
貧
困
対
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
国
民
の
責
務
） 

第
七
条 

国
民
は
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
子
ど
も
等
の
貧
困
対
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
法
制
上
の
措
置
等
） 

第
八
条 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
必
要
な
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 



 
 

 

九 

（
年
次
報
告
） 

第
九
条 

政
府
は
、
毎
年
、
国
会
に
、
政
府
が
講
じ
た
子
ど
も
等
の
貧
困
対
策
に
係
る
施
策
に
つ
い
て
の
報
告
を
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
章 
子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
当
面
の
目
標
等 

（
子
ど
も
の
貧
困
率
、
進
学
率
等
の
調
査
等
） 

第
十
条 

政
府
は
、
子
ど
も
の
貧
困
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
、
三
年
ご
と
に
、
子
ど
も
の
貧
困
率
及
び
ひ
と
り
親
世
帯
等
の

貧
困
率
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

政
府
は
、
子
ど
も
等
の
貧
困
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
、
毎
年
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
都
道
府
県

ご
と
に
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

高
等
学
校
等
進
学
率
及
び
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
子
ど
も
等
の
高
等
学
校
等
進
学
率 

二 

大
学
進
学
率
及
び
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
子
ど
も
等
の
大
学
進
学
率 

三 

高
等
学
校
中
途
退
学
率
及
び
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
子
ど
も
等
の
高
等
学
校
中
途
退
学
率 

四 

大
学
中
途
退
学
率
及
び
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
子
ど
も
等
の
大
学
中
途
退
学
率 



 

 
 

 

一
〇 

五 

高
校
生
の
修
学
旅
行
参
加
率
及
び
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
高
校
生
の
修
学
旅
行
参
加
率 

六 
小
学
生
の
不
登
校
率
、
中
学
生
の
不
登
校
率
及
び
高
校
生
の
不
登
校
率
並
び
に
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
小
学
生
の
不

登
校
率
、
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
中
学
生
の
不
登
校
率
及
び
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
高
校
生
の
不
登
校
率 

七 

就
学
援
助
率 

（
子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
当
面
の
目
標
） 

第
十
一
条 

子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
当
面
の
目
標
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

平
成
二
十
七
年
に
お
け
る
子
ど
も
の
貧
困
率
は
、
平
成
二
十
四
年
に
お
け
る
子
ど
も
の
貧
困
率
の
数
値
の
十
分
の
九
未

満
と
す
る
こ
と
。 

二 

平
成
二
十
七
年
に
お
け
る
ひ
と
り
親
世
帯
等
の
貧
困
率
は
、
平
成
二
十
四
年
に
お
け
る
ひ
と
り
親
世
帯
等
の
貧
困
率
の

数
値
の
十
分
の
九
未
満
と
す
る
こ
と
。 

三 

平
成
三
十
年
に
お
け
る
子
ど
も
の
貧
困
率
は
、
平
成
二
十
七
年
に
お
け
る
子
ど
も
の
貧
困
率
の
数
値
の
十
分
の
九
未
満

と
す
る
こ
と
。 

四 

平
成
三
十
年
に
お
け
る
ひ
と
り
親
世
帯
等
の
貧
困
率
は
、
平
成
二
十
七
年
に
お
け
る
ひ
と
り
親
世
帯
等
の
貧
困
率
の
数



 
 

 

一
一 

値
の
十
分
の
九
未
満
と
す
る
こ
と
。 

五 
平
成
三
十
三
年
に
お
け
る
子
ど
も
の
貧
困
率
は
、
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
と
す
る
こ
と
。 

六 

平
成
三
十
三
年
に
お
け
る
ひ
と
り
親
世
帯
等
の
貧
困
率
は
、
三
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
と
す
る
こ
と
。 

第
三
章 
子
ど
も
の
貧
困
対
策
計
画
等 

（
子
ど
も
の
貧
困
対
策
計
画
の
策
定
等
） 

第
十
二
条 

政
府
は
、
子
ど
も
等
の
貧
困
対
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
前
条
に
規
定
す
る
子
ど
も
の
貧
困

対
策
の
当
面
の
目
標
を
達
成
す
る
と
と
も
に
、
高
等
学
校
等
進
学
率
、
大
学
進
学
率
及
び
高
校
生
の
修
学
旅
行
参
加
率
の
向

上
、
高
等
学
校
中
途
退
学
率
、
大
学
中
途
退
学
率
、
小
学
生
の
不
登
校
率
、
中
学
生
の
不
登
校
率
及
び
高
校
生
の
不
登
校
率

の
低
下
等
を
図
る
た
め
、
子
ど
も
等
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
子
ど
も
の
貧
困
対
策
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

子
ど
も
の
貧
困
対
策
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 

子
ど
も
等
の
貧
困
対
策
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
方
針 

二 

子
ど
も
等
の
貧
困
対
策
に
関
し
政
府
が
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
実
施
す
べ
き
施
策 



 

 
 

 

一
二 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
子
ど
も
等
の
貧
困
対
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項 

３ 
内
閣
総
理
大
臣
は
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
計
画
の
案
に
つ
き
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
閣
議
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
計
画
を
公

表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

前
二
項
の
規
定
は
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
都
道
府
県
子
ど
も
の
貧
困
対
策
計
画
の
策
定
等
） 

第
十
三
条 

都
道
府
県
は
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
計
画
を
勘
案
し
て
、
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
子
ど
も
等
の
貧
困
対
策
に
関

す
る
計
画
（
次
項
に
お
い
て
「
都
道
府
県
子
ど
も
の
貧
困
対
策
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

都
道
府
県
は
、
都
道
府
県
子
ど
も
の
貧
困
対
策
計
画
を
定
め
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
章 

基
本
的
施
策 

（
教
育
及
び
教
育
費
に
関
す
る
支
援
） 

第
十
四
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
無
料
で
行
わ
れ
る
学
習
に
対
す
る
支
援
、
奨
学
金
の
充
実
そ
の
他
の
貧
困
の
状
況
に



 
 

 

一
三 

あ
る
子
ど
も
等
の
教
育
の
機
会
均
等
を
図
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
社
会
保
障
の
拡
充
） 

第
十
五
条 
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、貧
困
の
状
況
に
あ
る
子
ど
も
等
に
対
し
、
健
康
で
文
化
的
な
生
活
を
保
障
す
る
た
め
、

遺
族
基
礎
年
金
の
拡
充
そ
の
他
の
貧
困
の
状
況
に
あ
る
子
ど
も
等
に
係
る
社
会
保
障
の
拡
充
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の

と
す
る
。 

（
乳
幼
児
期
か
ら
の
早
期
対
応
の
充
実
） 

第
十
六
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
乳
幼
児
期
か
ら
の
子
ど
も
の
健
や
か
な
育
ち
を
支
援
す
る
た
め
、
保
健
指
導
等
に
係

る
体
制
の
整
備
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
貧
困
の
状
況
に
あ
る
子
ど
も
等
及
び
当
該
子
ど
も
の
保
護
者
に
対
す
る
支
援
体
制
の
整
備
） 

第
十
七
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
子
ど
も
等
の
貧
困
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、
関
係
機
関
の
紹
介
等
必
要
な
情
報
の
提

供
及
び
助
言
を
行
う
体
制
の
整
備
そ
の
他
の
貧
困
の
状
況
に
あ
る
子
ど
も
等
及
び
当
該
子
ど
も
の
保
護
者
を
支
援
す
る
体
制

の
整
備
に
関
し
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
貧
困
の
状
況
に
あ
る
子
ど
も
の
保
護
者
の
就
労
等
に
関
す
る
支
援
） 



 

 
 

 

一
四 

第
十
八
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
貧
困
の
状
況
に
あ
る
子
ど
も
の
保
護
者
で
あ
っ
て
職
業
能
力
が
十
分
で
な
い
も
の
に

対
す
る
職
業
訓
練
の
実
施
、
保
育
所
の
整
備
そ
の
他
の
貧
困
の
状
況
に
あ
る
子
ど
も
の
保
護
者
の
就
労
等
を
支
援
す
る
た
め

に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
子
ど
も
等
の
貧
困
に
係
る
実
態
調
査
等
） 

第
十
九
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
子
ど
も
等
の
貧
困
対
策
を
適
正
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
た
め
、
貧
困
の
状
況
に

あ
る
子
ど
も
等
及
び
当
該
子
ど
も
の
保
護
者
の
実
態
に
関
す
る
調
査
研
究
並
び
に
貧
困
の
状
況
に
あ
る
子
ど
も
等
及
び
当
該

子
ど
も
の
保
護
者
の
要
望
に
関
す
る
調
査
の
推
進
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

第
五
章 

子
ど
も
の
貧
困
対
策
会
議
等 

（
子
ど
も
の
貧
困
対
策
会
議
） 

第
二
十
条 

内
閣
府
に
、
特
別
の
機
関
と
し
て
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
会
議
（
以
下
「
会
議
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。 

２ 

会
議
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

一 

子
ど
も
の
貧
困
対
策
計
画
の
案
を
作
成
す
る
こ
と
。 

二 

子
ど
も
等
の
貧
困
対
策
に
つ
い
て
必
要
な
関
係
行
政
機
関
相
互
の
調
整
を
す
る
こ
と
。 



 
 

 

一
五 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
子
ど
も
等
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
審
議
し
、
及
び
子
ど
も
等
の

貧
困
対
策
の
実
施
を
推
進
す
る
こ
と
。 

３ 

会
議
は
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
計
画
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
審
議
会

の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
十
一
条 

会
議
は
、
議
長
及
び
委
員
を
も
っ
て
組
織
す
る
。 

２ 

議
長
は
、
内
閣
総
理
大
臣
を
も
っ
て
充
て
る
。 

３ 

委
員
は
、
議
長
以
外
の
国
務
大
臣
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
す
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。 

４ 

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
議
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

（
子
ど
も
の
貧
困
対
策
審
議
会
） 

第
二
十
二
条 

内
閣
府
に
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。 

２ 

審
議
会
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
調
査
審
議
す
る
ほ
か
、
貧
困
の
状
況
に
あ
る

子
ど
も
等
の
現
状
、
第
十
一
条
に
規
定
す
る
子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
当
面
の
目
標
の
達
成
状
況
及
び
子
ど
も
等
の
貧
困
対
策

の
実
施
状
況
を
調
査
審
議
す
る
。 



 

 
 

 

一
六 

３ 

審
議
会
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
又
は
関
係
行
政
機
関
の
長
に
意
見

を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

内
閣
総
理
大
臣
又
は
関
係
行
政
機
関
の
長
は
、
前
項
の
意
見
を
受
け
て
と
っ
た
措
置
に
つ
い
て
、
審
議
会
に
報
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

審
議
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
又
は
関
係
地
方
公

共
団
体
の
長
に
対
し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
表
明
、
説
明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
二
十
三
条 

審
議
会
は
、
子
ど
も
等
の
貧
困
対
策
に
関
し
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
、
子
ど
も
の
い
る
世
帯
で
あ
っ
て
貧
困

の
状
況
に
あ
る
も
の
に
属
す
る
者
及
び
当
該
世
帯
に
関
す
る
支
援
等
の
活
動
を
行
う
民
間
の
団
体
に
属
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、

内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
委
員
二
十
人
以
内
で
組
織
す
る
。 

２ 

専
門
の
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
審
議
会
に
専
門
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

審
議
会
に
、
必
要
に
応
じ
、
部
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

附 

則 



 
 

 

一
七 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
五
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
検
討
） 

第
二
条 

政
府
は
、
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
結
果
（
平
成
二
十
四
年
以
前
の
年
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
が
判

明
す
る
ご
と
に
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
内
閣
府
設
置
法
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
条
第
二
項
中
「
達
成
す
る
た
め
」
の
下
に
「
、
子
ど
も
等
の
貧
困
対
策
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
第
四
十
一
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

四
十
一
の
二 

子
ど
も
の
貧
困
対
策
計
画
（
子
ど
も
の
貧
困
対
策
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
十
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
策
定
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

第
三
十
七
条
第
三
項
の
表
公
文
書
管
理
委
員
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 



 

 
 

 

一
八 

 
 

 

子
ど
も
の
貧
困
対
策
審
議
会 

 
 
 
 

子
ど
も
の
貧
困
対
策
法 

第
四
十
条
第
三
項
の
表
食
育
推
進
会
議
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

子
ど
も
の
貧
困
対
策
会
議 

 
 
 
 
 

子
ど
も
の
貧
困
対
策
法 

（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備

等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の

整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第 

 
 

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
十
四
条
の
う
ち
内
閣
府
設
置
法
第
四
条
第
三
項
第
四
十
一
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
第
四
条
第
三
項

第
四
十
一
号
」
を
「
第
四
条
第
三
項
第
四
十
一
号
の
二
を
同
項
第
四
十
一
号
の
三
と
し
、
同
項
第
四
十
一
号
」
に
改
め
る
。 

（
調
整
規
定
） 

第
五
条 

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
が
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の

施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
後
で
あ
る
場
合
に
は
、
附
則
第

三
条
の
う
ち
内
閣
府
設
置
法
第
四
条
第
三
項
第
四
十
一
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
中「
同
条
第
三
項
第
四
十
一
号
」



 
 

 

一
九 

と
あ
る
の
は
「
同
条
第
三
項
第
四
十
一
号
の
二
」
と
し
、
「
四
十
一
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
四
十
一
の
三
」
と
し
、
前
条
の

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 





 
 

 

二
一 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

子
ど
も
等
の
貧
困
を
解
消
し
、
子
ど
も
等
が
夢
と
希
望
を
持
っ
て
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
、
子
ど

も
等
の
貧
困
対
策
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
国
等
の
責
務
を
明
ら
か
に
し
、
並
び
に
子
ど
も
の
貧
困
率
、
進
学
率
等
の
調

査
等
、子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
当
面
の
目
標
及
び
子
ど
も
等
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
計
画
の
策
定
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、

子
ど
も
等
の
貧
困
対
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
子
ど
も
等
の
貧
困
対
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進

す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


